
「吉田町中小企業・小規模企業振興基本条例（案）」の概要

●条例制定の目的
中小企業・小規模企業の振興について
①基本理念（第３条に規定）
②各機関の役割等（第４条～１０条に規定）
③施策の基本方針（第１１条に規定）

◆中小企業及び小規模
企業の持続的な発展

◆経済の活性化
◆町民生活の向上

●施策の基本方針

中小企業
小規模企業

町
●中小企業・小規模企
業の振興に関する施策
の推進・協力の要請・
重要性の周知町民

●中小企業・小規模企
業の果たす役割の重要性
の理解・施策への協力

支援機関

大企業

●中小企業・小規模企
業への積極的な支援
●支援機能等の向上

●中小企業・小規模企
業との連携

教育機関
●教育活動を通じた勤
労及び就業に関する意
識の啓発

金融機関
●中小企業・小規模企業
の資金調達の円滑化・経
営向上のための支援

●経営の向上に努める
●人材育成・確保
●地域経済の発展に寄与

●各機関の役割

⑴ 経営改善に関する施策 ⑵ 経営基盤の強化に関する施策
⑶ 創業及び事業承継の促進に関する施策
⑷ 事業活動に必要な人材の育成及び確保に関する施策
⑸ 販路拡大に関する施策
⑹ 災害時等における事業継続に関する施策
⑺ 支援機関の機能及び相互の連携を強化するための施策
⑻ ⑴～⑺に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に
必要な施策

中小企業・小規模企業の…

●基本理念

⑴ 中小企業・小規模企業の自主的な努力を促進することを基本とし
て行われなければならない。
⑵ 中小企業・小規模企業が地域に根ざした事業活動を行い、地域の経

済及び雇用を支え、地域社会において重要な役割を果たしているとい
う認識の下に行われなければならない。
⑶ 町、中小企業、小規模企業、中小企業・小規模企業支援機関、大企
業、金融機関及び教育機関が連携し、町民の協力を得て一体となって
行われなければならない。

中小企業・小規模企業の振興は…



〇 商工業振興事業費補助金
〇 企業立地促進事業費補助金
〇 産業振興事業費補助金
〇 中小企業事業資金利子助成
〇 小企業等経営改善資金利子補給金
〇 小口資金利子補給金
〇 榛南地区労働者福祉協議会補助金
〇 小規模勤労者福祉推進事業費補助金
〇 地方就職学生支援金

補助金等の制度

〇 創業支援等事業計画
〇 事業継続力強化支援計画
〇 経営発達支援計画

支援計画

〇 創業支援ネットワークの運営
〇 特定創業支援等事業の実施
〇 合同企業説明会の実施
〇 Ｕターン事業の実施
〇 関係機関との連携

支援事業

〇 基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。

〇 施策の推進に当たっては、必要に応じて、国、県その他の地方公共団体、中小企業・小規模企業支援機関、大企業、
金融機関、教育機関及び町民に対して協力を求めるものとする。

〇 地域社会における中小企業・小規模企業の重要性について、町民等の理解を深めるように努めなければならない。

〇 経済的かつ社会的な環境の変化等に対応するため、相互に連携を図りながら協力し、主体的かつ積極的に経営の向上
に努めるものとする。

〇 自らが地域社会において重要な役割を果たしている存在であるという認識の下、人材の育成及び確保に努めるととも
に、地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めるものとする。

〇 町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力しなければならない。

〇 中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に関し中心的な役割を果たすべき存在であるという認識の下、中小
企業・小規模企業に対し、他の中小企業・小規模企業支援機関と連携して創意工夫による有益な支援を積極的に実施し
なければならない。

〇 経済的かつ社会的な環境の変化等により複雑化する中小企業・小規模企業の経営課題の解決に必要な支援を行うため、
自らの支援機能及び支援能力の向上に努めなければならない。

〇 中小企業・小規模企業の重要性について理解を深め、中小企業・小規模企業と連携し、及び協力して事業活動を行う
よう努めるものとする。

〇 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化に係る支援その他経営の向上のための支援を行うよう努めるものとする。

〇 教育活動を通じて、中小企業・小規模企業における勤労及び中小企業・小規模企業に係る職業に関する意識の啓発そ
の他中小企業・小規模企業の振興に関する施策に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。

〇 地域社会における中小企業・小規模企業の重要性について理解を深め、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に
関する施策に協力を行うよう努めるものとする。

町の責務

中小企業・小規模企業の努力

中小企業・小規模企業支援機関の責務

大企業の役割

金融機関の役割

教育機関の役割

町民の協力

⑴ 中小企業・小規模企業の経営改善に関する施策
⑵ 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化に関する施策
⑶ 中小企業・小規模企業の創業及び事業承継の促進に関する施策
⑷ 中小企業・小規模企業の事業活動に必要な人材の育成及び確保
に関する施策
⑸ 中小企業・小規模企業の販路拡大に関する施策
⑹ 中小企業・小規模企業の災害時等における事業継続に関する施
策
⑺ 中小企業・小規模企業支援機関の機能及び中小企業・小規模企
業支援機関の相互の連携を強化するための施策
⑻ 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に必
要な施策

町の施策の基本方針（第１１条）

吉田町中小企業・小規模企業振興基本条例（案）

現在の取組


